
■歴史的風致維持向上計画の変更箇所一覧

市町村名： 尾道市

変更後
ページ

変更前
ページ

変更内容 変更理由

表紙 表紙 変更届出年月に修正（令和５年５月） －

8 8 　・尾道市域面積285.11k㎡⇒『284.88k㎡』
　国土地理院の令和４年１０月全国都道府県市区町村別面積
調において、尾道市の面積が変更されたため

32 32

５　文化財の現状と特性
　（１）指定・登録文化財の分布状況
　・令和４年１月１日現在⇒『令和５年４月１日現在』
　・県指定８０件⇒『７９件』
　・市指定２３０件⇒『２３３件』
　・合計３６９件⇒『３７１件』
　・有形文化財２７４件⇒『２７７件』
　・登録有形文化財３４件⇒『３５件』

　表１－２　文化財の種別指定状況
　・令和４年１月１日現在⇒『令和５年４月１日現在』
　・市指定美術工芸品１３８件⇒『１４１件』
　・市指定有形文化財小計１５６件⇒『１５９件』
　・有形文化財合計２７４件⇒『２７７件』
　・県指定記念物９件、小計１２件、合計３３件⇒『８件』、『１１件』、『３２件』
　・県指定文化財合計８０件、市指定合計２３０件、合計３６９件
　　　　　　　　　　　⇒『７９件』、『２３３件』、『３７１件』

文化財について、令和５年４月１日現在の数値及び内容に経
年修正したため
※市指定有形文化財を３件追加（仏像７駆）
※登録有形文化財を１件追加（旧尾道市役所百島支所）
※県指定天然記念物を１件指定解除（瀬戸田の単葉松）
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　・『旧尾道市役所百島支所』を図示
　・『瀬戸田の単葉松』を消去

同上

34 34
　・有形登録文化財３４件⇒『３５件』
　・近代化遺産に関するもの６件⇒『７件』

同上

35 35
　・県指定文化財８０件⇒『７９件』
　・天然記念物９件⇒『８件』

同上

36 36

　・市指定文化財２２４件⇒『２３３件』
　・有形文化財（建造物）１７件⇒『１８件』
　・同（美術工芸品）１３３件⇒『１４１件』
　・計１５０件⇒『１５９件』
　・市指定文化財の２／３（６７．０％）⇒『６８．２％』

同上

47 47
　・『旧尾道市役所百島支所』を図示
　・『瀬戸田の単葉松』を消去

同上

139 139
　・『旧尾道市役所百島支所』を図示
　・『瀬戸田の単葉松』を消去

同上

193 193
歴史的建造物に関する事業
⇒『歴史的建造物の周辺環境や景観の保全・形成に関する事業』

P１８３に掲載の事業一覧表に記載している表現と統一するた
め

235 235

※文化財の追加
　・分類⇒『建造物』
　・種別⇒『登録有形文化財』
　・名称⇒『旧尾道市役所百島支所』
　・員数⇒『１棟』
　・指定年月日⇒『R４　１０　３１』
　・所在地⇒『尾道市百島町』
　・所有者⇒『民間』

文化財について、令和５年４月１日現在の数値及び内容に経
年修正したため
※市指定有形文化財を３件追加（仏像７駆）
※登録有形文化財を１件追加（旧尾道市役所百島支所）
※県指定天然記念物を１件指定解除（瀬戸田の単葉松）

238 238

※文化財の指定解除
　・分類⇒『史跡・名勝・天然記念物』
　・種別⇒『県天然記念物』
　・名称⇒『瀬戸田の単葉松』
　・員数⇒『１株』
　・指定年月日⇒『S２９　１１　１１』
　・所在地⇒『尾道市瀬戸田町』
　・所有者⇒『個人』

同上

243 243

※文化財の追加
　・分類⇒『彫刻』
　・種別⇒『市重要文化財』
　・名称⇒『銅造十一面観音菩薩立像』
　・員数⇒『１駆』
　・指定年月日⇒『R４　５　２』
　・所在地⇒『尾道市御調町』
　・所有者⇒『宗教法人』

同上

243 243

※文化財の追加
　・分類⇒『彫刻』
　・種別⇒『市重要文化財』
　・名称⇒『木造薬師如来坐像および両脇侍立像』
　・員数⇒『３駆』
　・指定年月日⇒『R４　５　２』
　・所在地⇒『尾道市因島原町』
　・所有者⇒『宗教法人』

同上

243 243

※文化財の追加
　・分類⇒『彫刻』
　・種別⇒『市重要文化財』
　・名称⇒『木造十一面観音菩薩坐像・木造聖観音菩薩坐像・木造如意輪
　　　　　　  観音菩薩坐像』
　・員数⇒『３駆』
　・指定年月日⇒『R５　３　２４』
　・所在地⇒『尾道市長江一丁目』
　・所有者⇒『宗教法人』

同上

様式１


